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施設位置
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点検結果、健全度評価について

※本業務において、各施設の現況の天端高の把握は、協議を行った上で、測量を行わずに波返工天端のずれ等の目視点検により行った。

①点検結果、健全度評価について

②劣化予測、重点点検箇所について

③対策工法について
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劣化予測

施設の点検結果を元に、健全度評価を決定し、劣化予測線を用いた劣化予測を行った。
施設健全度がAランクの場合は、早急な対策が必要なため、劣化予測は行わない。（本業務においては、Aランク施設はない）ま
た、B,C,Dランクの施設については、以下マニュアルを参考にし、劣化予測を行った。

本地区海岸における長寿命化計画の計画期間は、以下に示す設計
供用期間を参考とし、計画策定から50年（2019年～2068年）とす
る。

クラス 設計供用期間 適用例 

1 1～5 年 仮設構造物 

2 25 年 交換構造要素 

3 50 年 一般的な構造物、建築物 

4 100 年（以上） 記念的建物、重要 



⑧護岸　区間№1 ㉓護岸　区間№1 ㉓護岸　区間№2

㉙護岸　区間№1
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劣化予測

作成した劣化予測線を示す。なお、予防保全（修繕等）の
時期は、変状ランクの代表値の範囲において急激に劣化が
進行する可能性を考慮して幅を持たせ設定することとす
る。
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次頁より、重点点検シートを示す。
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重点点検箇所

重点点検箇所の設定

点
検

種
類

初回点検
巡視

(パトロール)
臨時点検

対
象
施
設

土木構造物
水門・陸閘等の設備

土木構造物
注1） 土木構造物

水門・陸閘等の設備

主
な
目
的

・健全度評価、長寿命化計画策
定、修繕等に必要な各部材の

変状の把握

・防護機能や背後地、利用者の
安全に影響を及ぼすような大き

な変状の発見
・定期点検等で発見された変状
の進展や新たな変状の把握

・防護機能や背後地、利用者の
安全に影響を及ぼすような大き

な変状の発見

主
な
内
容

土木構造物：
・一次点検（必要に応じて二次
点検）の点検項目

水門・陸閘等の設備：
・年点検の点検項目

・陸上からの目視等 土木構造物：
・巡視（パトロール）の点検項目

水門・陸閘等の設備：
・簡易点検設備の管理運転点
検の項目

間
隔
・
実
施
時
期

長寿命化計画の初回策定時 数回/年

海岸の利用が見込まれる連休
前や地域特性を考慮して設定

地震、津波、高潮、高波等の発
生後

実
施
範
囲

対象施設の全体 重点点検箇所（地形等により変
状が起こりやすい箇所、実際に
変状が確認された箇所等）を中
心に施設全体

重点点検箇所（地形等により変
状が起こりやすい箇所、実際に
変状が確認された箇所等)を中
心に施設全体

注１） 水門・陸閘等の設備については、管理運転点検を月１回程度としていることから、年数回実施の巡視（パト

ロール）の対象から除いているが、管理運転点検の頻度を減らす場合等においては、必要に応じて水門・陸

閘等の設備の巡視（パトロール）を行うこと。

名称 スパン数
スパン 

No. 

本計画策定直後の 

一次点検の実施予定時期 
点検の頻度 

⑧護岸 

(区間 No.1) 
54 施設全体 2023 年 

1 回/5 年 

程度 

㉓護岸 

（区間 No.1） 
3 施設全体 2023 年 

1 回/5 年 

程度 

㉓護岸 

(区間 No.2) 
18 施設全体 2023 年 

1 回/5 年 

程度 

㉙護岸 

(区間 No.1) 
29 施設全体 2023 年 

1 回/5 年 

程度 

重点点検箇所は、平面図、航空写真等から抽出した、海岸の地形や構造物の配置等

によって劣化や被災による変状が起こりやすい箇所及び定期点検等により確認され

た一定区間における最も変状が進展した箇所等として、以下の箇所を設定した。なお、

㉓護岸の一定区間 No.1 は損傷が確認されていないため設定していない。 

1)一定区間 No.1:⑧護岸

・29,45,46,50,51,52 スパンの表法被覆工に、打ち継ぎ目から少量の水が確認され

た。打ち継ぎ目にずれは無いが、変状の進行の有無を確認する必要があるため、重

点点検箇所に設定する。

2)一定区間 No.2:㉓護岸 

・8,9,12,14,15 スパンの波返工に b ランクの欠損が生じており、変状の進行の有

無を確認する必要があるため、重点点検箇所に設定する。 

・8,9,14,18 スパンの天端被覆工に部分的な沈下、陥没が生じており、変状の進行

の有無を確認する必要があるため、重点点検箇所に設定する。

・18 スパンの波返工に a ランクのひび割れが発生しており、変状の進行の有無を

確認する必要があるため、重点点検箇所に設定する。 

・表法被覆工全体に b ランクのひび割れが発生しており、変状の進行の有無を確

認する必要があるため、重点点検箇所に設定する。

3)一定区間 No.1:㉙護岸 

・波返工に c ランクの剥離が生じており、変状の進行の有無を確認する必要があ

るため、重点点検箇所に設定する。 
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重点点検箇所 点検結果より、一定区間における最も厳しい変状状態の箇所として、重点点検箇所の設定を行った。
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重点点検箇所
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重点点検箇所
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対策工法

本計画書作成時において、現状の地盤状態についての詳細な資料がないため、過去の資料を元に、想定の断面で対策案を検討している。対策を行う際は、ボーリング調査により土質状況を確認し、各種工法を詳細に検討す
る必要がある。

合計

初回 2年後 2020年 矢板式護岸工、ひび割れ充填工 103,347

2回 12年後 2030年 ひび割れ充填工 299

3回 22年後 2040年 ひび割れ充填工 299

4回 32年後 2050年 ひび割れ充填工 299

5回 42年後 2060年 ひび割れ充填工 299

初回 2年後 2020年 重力式護岸工、ひび割れ充填工 76,242

2回 12年後 2030年 ひび割れ充填工 299

3回 22年後 2040年 ひび割れ充填工 299

4回 32年後 2050年 ひび割れ充填工 299

5回 42年後 2060年 ひび割れ充填工 299

評価

1

2

104,543

77,438

経済性 施工性

対策コスト(千円）

○

×

× ○

○ ×

シナ
リオ

実施時期 対策内容


